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「
戦
後
８０
年
、

昭
和
１
０
０
年
」

に
あ
た
る
今
年
も

残
す
と
こ
ろ
１
カ

月
余
り
。
１
年
を

振
り
返
る
時
季
と

な
っ
た
。
今
年
の

出
来
事
で
異
口
同
音
に
挙
げ
ら

れ
る
の
は
、
様
々
な
最
高
気
温

の
記
録
を
塗
り
替
え
た
酷
暑
で

あ
ろ
う
。
春
秋
を
ほ
と
ん
ど
感

じ
る
こ
と
な
く
「
二
季
」
化
し

て
い
る
状
況
だ
。
こ
の
気
候
の

影
響
か
餌
と
な
る
木
の
実
が
激

減
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
「
ク
マ

被
害
」
が
急
増
、
法
改
正
に
よ

り
「
緊
急
銃
猟
」
が
行
わ
れ
る

に
至
っ
た
▼
２
年
続
け
て
の
酷

暑
は
米
の
作
柄
へ
も
影
響
し
、

農
政
の
失
策
と
も
相
ま
っ
て
米

不
足
が
表
面
化
。
政
府
備
蓄
の

「
古
古
古
米
」
の
放
出
ま
で
行

わ
れ
た
が
、
米
価
格
の
下
げ
は

一
時
的
で
、
他
の
食
品
や
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
と
も
に
「
物
価
高
」

の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
憲
政

史
上
初
の
「
女
性
首
相
」
と
な

っ
た
高
市
氏
の
喫
緊
の
課
題
は

こ
の
「
物
価
高
」
や
「
ト
ラ
ン

プ
関
税
」
へ
の
対
応
な
ど
の
経

済
対
策
だ
▼
酷
暑
の
中
行
わ
れ

た
関
西
万
博
、
開
催
前
は
否
定

的
な
報
道
が
多
か
っ
た
「
オ
ー

ル
ド
メ
デ
ィ
ア
」
だ
が
、
い
ざ

始
ま
る
と
好
意
的
な
内
容
が
多

く
、
誕
生
当
初
は
不
気
味
と
言

わ
れ
た
「
ミ
ャ
ク
ミ
ャ
ク
」
も

一
転
人
気
者
に
。
跡
地
は
カ
ジ

ノ
を
含
む
Ｉ
Ｒ
施
設
の
建
設
が

予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
コ
ロ
ナ

禍
を
経
て
違
法
と
は
い
え
「
オ

ン
カ
ジ
」が
普
及
し
て
い
る
今
、

対
面
の
カ
ジ
ノ
に
ど
れ
ほ
ど
の

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
。「
チ

ャ
ッ
ピ
ー
」
（C

hatG
PT

）
な

ら
ど
ん
な
解
決
策
を
提
示
す
る

だ
ろ
う
？
▼
今
年
の
「
新
語
・

流
行
語
大
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ

れ
た
言
葉
」
で
１
年
を
振
り
返

っ
て
み
た
。

（
Ｙ
Ｔ
）

田中麻衣子
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医療機関支援・診療報酬引き上げ求め

財務省への要請を実施

ル
テ
使
用
の
義
務
化
を
実
施
し

な
い
こ
と
―
の
４
点
。
こ
の
ほ

か
、
会
員
か
ら
集
約
し
た
「
地

域
の
医
療
機
関
を
守
る
た
め
、

緊
急
財
政
措
置
と
診
療
報
酬
の

大
幅
引
き
上
げ
を
求
め
る
医

師
・
歯
科
医
師
要
請
署
名
」
１

千
１
８
９
筆
を
懇
談
議
員
・
議

員
秘
書
に
手
渡
し
た
。

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
問
題

「
国
民
に
は
痛
手
」

山
崎
誠
議
員

　

山
崎
誠
議
員
（
衆
・
立
憲
）

と
の
懇
談
で
は
、
政
府
に
よ
っ

て
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
電

子
カ
ル
テ
使
用
の
義
務
化
に
つ

い
て
言
及
。
藤
田
理
事
は
導
入

コ
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
の
管
理
が
大
き
な
負
担

と
な
る
こ
と
、
ま
た
電
子
カ
ル

テ
も
メ
ー
カ
ー
ご
と
に
仕
様
が

異
な
る
こ
と
を
説
明
。
標
準
化

も
一
部
進
め
ら
れ
て
は
い
る

が
、
電
子
カ
ル
テ
の
普
及
率
は

４３
％
と
半
数
以
下
で
あ
る
こ
と

か
ら
義
務
化
は
拙
速
で
あ
る
と

し
た
。

　

ま
た
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険

適
用
除
外
が
検
討
さ
れ
て
い
る

薬
剤
に
つ
い
て
、
山
崎
議
員
か

ら
は
「
家
族
も
ア
ト
ピ
ー
の
治

療
で
ヒ
ル
ド
イ
ド
を
処
方
さ
れ

て
い
た
。
保
険
か
ら
外
さ
れ
る

こ
と
に
な
れ
ば
、
患
者
・
国
民

に
は
大
き
な
痛
手
と
な
る
」
と

し
て
負
担
増
加
に
つ
な
が
る
危

険
性
に
理
解
を
示
し
た
。

１１
月
２０
日
、
保
団
連
は
医
療
機

関
支
援
、
診
療
報
酬
引
き
上
げ
を

求
め
、
財
務
省
へ
の
要
請
を
行
っ

た
。
保
団
連
側
か
ら
は
宇
佐
美
副

会
長
・
住
江
名
誉
会
長
、
神
奈
川

協
会
か
ら
二
村
副
理
事
長
（
保
団

連
理
事
）
が
出
席
し
、
財
務
省
側

は
一
松
主
計
局
次
長
が
対
応
し

た
。

　

要
請
の
中
で
二
村
副
理
事
長

は
、
病
院
と
比
較
し
て
診
療
所
は

利
益
率
が
高
い
と
い
う
財
務
省
の

主
張
に
対
し
、「
財
務
省
は
平
均

値
で
見
て
い
る
が
、
最
頻
値
を
見

な
け
れ
ば
実
態
と
乖
離
す
る
」
と

指
摘
。
無
床
診
療
所
の
経
常
利
益

率
の
最
頻
値
が
０
・
０
～
１
・
０

％
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
診
療
所
の

約
４
割
は
赤
字
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
た
。
一
松
氏
は
「
医
療
機
関

へ
の
支
援
を
適
切
に
行
っ
て
い
き

た
い
」
と
対
応
し
た
。
ま
た
、
全

国
か
ら
集
ま
っ
た
「
地
域
の
医
療

機
関
を
守
る
た
め
、
緊
急
財
政
措

置
と
診
療
報
酬
の
大
幅
引
き
上
げ

を
求
め
る
医
師
・
歯
科
医
師
要
請

署
名
」
１
万
４
千
４
７
６
筆
を
提

出
し
た
。

か
ら
出
て
い
る
「
経
営
情
報
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
」
は
医
療
法
人
の

み
の
デ
ー
タ
で
あ
り
、
個
人
立

の
無
床
診
療
所
は
含
ま
れ
て
い

な
い
点
を
指
摘
。
議
員
側
も
個

人
立
の
デ
ー
タ
把
握
・
必
要
性

に
理
解
を
示
し
た
。

　

太
栄
志
議
員
（
衆
・
立
憲
）
秘

書
と
の
懇
談
で
は
、
メ
デ
ィ
ア

で
は
病
院
の
窮
状
が
大
き
く
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
診
療
所

の
経
営
も
厳
し
い
と
し
て
、
病

院
・
診
療
所
双
方
へ
の
支
援
を

求
め
た
。太
議
員
秘
書
か
ら「
財

務
省
に
は
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て

い
る
の
か
」
と
質
さ
れ
、
同
日

に
保
団
連
主
催
で
財
務
省
へ
の

要
請
を
実
施
す
る
と
応
じ
た
。

　

医
療
機
関
の
経
営
悪
化
に
つ

い
て
は
、
過
去
に
協
会
か
ら
財

務
省
・
厚
労
省
へ
の
要
請
を
仲

介
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
財

務
省
や
厚
労
省
と
の
懇
談
が
必

要
な
場
合
は
場
を
設
け
た
い
」

と
前
向
き
な
発
言
が
あ
っ
た
。

歯
科
の
点
数
の
低
さ

視
察
を
基
に
理
解

大
塚
小
百
合
議
員

　

大
塚
小
百
合
議
員
（
衆
・
立

憲
）
と
の
懇
談
で
は
、
協
会
か

ら
２４
年
度
改
定
や
物
価
高
騰
等

に
よ
り
、
病
院
に
限
ら
ず
診
療

所
も
厳
し
い
経
営
実
態
で
あ
る

こ
と
を
説
明
。
大
塚
議
員
は
、

「
医
療
機
関
は
営
利
企
業
と
は

違
う
。
通
常
に
診
療
し
て
い
れ

ば
成
り
立
つ
制
度
で
あ
る
べ

き
」
と
し
、
診
療
所
へ
の
支
援

に
理
解
を
示
し
た
。
ま
た
自
身

の
大
学
病
院
の
視
察
を
基
に
、

歯
科
に
お
け
る
低
い
診
療
報
酬

の
問
題
に
も
言
及
し
た
。

　

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
適
用

除
外
に
つ
い
て
大
塚
議
員
は
、

こ
れ
が
実
現
さ
れ
る
と
患
者
は

医
療
機
関
に
か
か
ら
ず
、
病
態

が
悪
化
す
る
点
等
を
問
題
視
し

た
。
電
子
カ
ル
テ
の
義
務
化
で

は
、
協
会
か
ら
一
般
診
療
所
の

普
及
率
が
半
数
に
も
満
た
な
い

こ
と
、
ま
た
医
療
法
「
改
正
」

案
で
期
限
と
目
標
数
値
が
明
文

化
さ
れ
て
い
る
問
題
を
指
摘

し
、
議
員
も
理
解
を
示
し
た
。

診
療
所
の
経
営
も

厳
し
い

　

坂
井
学
議
員
（
衆
・
自
民
）

秘
書
と
の
懇
談
で
は
、
厚
労
省

「
診
療
報
酬
引
き
上
げ
を
求
め
る
」

署
名
１
千
１
８
９
筆
を
提
出

１１
月
２０
日
、
協
会
は
国
会
行
動
を
実
施
。
二

村
副
理
事
長
、
藤
田
・
小
柳
両
理
事
が
赴
き
、

２
名
の
議
員
と
の
懇
談
が
行
わ
れ
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
へ
反
対

個
人
立
診
療
所
は
実
質
６
割
赤
字

医
療
法
改
定
案
へ
政
策
部
長
談
話

歯
科
は
貧
困
経
営
プ
ラ
ス
改
定
を

営
利
企
業
の
医
療
参
入
に
道
開
く

中
医
協
実
調
で
政
策
部
長
談
話

　

政
策
部
は
１１
月
２８
日
、
磯
崎

部
長
談
話
「
診
療
所
（
個
人
立
）

も
経
営
悪
化
顕
著

実
質
６
割

は
赤
字
／
歯
科
は
貧
困
経
営

病
院
は
深
刻

診
療
報
酬
の
大

幅
引
き
上
げ
は
道
理
」
を
発
表

し
、
財
務
省
、
中
医
協
委
員
、

国
会
議
員
、
マ
ス
コ
ミ
等
へ
送

付
し
た
（
３
面
）
。
談
話
は
、

１１
月
２６
日
に
中
医
協
が
発
表
し

た
医
療
経
済
実
態
調
査
の
結
果

に
関
し
分
析
し
、
診
療
報
酬
の

大
幅
プ
ラ
ス
改
定
を
求
め
た
も

の
。
談
話
へ
は
元
日
医
役
員
、

県
医
師
会
役
員
、
日
本
臨
床
内

科
医
会
役
員
、
元
朝
日
新
聞
編

集
委
員
、
フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
な
ど
か
ら
反
響
が
あ
っ
た
。

　

今
春
の
財
政
審
「
建
議
」
以

来
、
診
療
所
を
標
的
化
し
、
診

療
所
の
診
療
報
酬
を
引
き
下
げ

て
病
院
の
引
き
上
げ
財
源
と
す

る
こ
と
を
財
政
制
度
等
審
議
会

は
主
張
し
て
い
る
。
談
話
は
、

こ
の
こ
と
に
対
し
厚
労
省
が
医

　

政
策
部
は
１２
月
３
日
、
磯
崎

部
長
談
話
「
営
利
企
業
の
医
療

参
入
の
梃
つ
く
る
医
療
法
改
正

／
偽
装
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
温
床
、

『
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
』

に
反
対
す
る
」
を
発
表
し
、
厚

労
省
、
日
医
・
日
歯
、
各
県
医

師
会
、
国
会
議
員
、
マ
ス
コ
ミ

等
へ
送
付
し
た
（
５
面
）
。
談

話
は
、
衆
院
で
２７
日
に
可
決
し
、

参
院
で
の
可
決
成
立
が
目
前
に

迫
っ
た
医
療
法
改
正
案
に
関

し
、
全
く
議
論
が
な
い
「
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
の
危

険
性
を
警
鐘
し
た
も
の
。

　

談
話
は
、
本
法
案
で
は
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
に
関
し
、
患
者
の

「
受
診
場
所
」
を
提
供
す
る
ハ

コ
も
の
サ
ー
ビ
ス
を
「
業
」
と

し
規
定
す
る
こ
と
の
不
思
議

と
、
そ
の
必
要
性
の
な
い
こ
と

を
指
摘
。
こ
の
ハ
コ
モ
ノ
施
設

が
創
設
さ
れ
た
場
合
、
医
療
機

関
の
開
設
と
違
い
、
感
染
防
止

な
ど
の
医
療
安
全
規
制
に
拘
束

さ
れ
な
い
ハ
ー
ド
ル
の
低
い

「
受
診
場
所
」
の
設
置
が
容
易

に
で
き
る
と
憂
慮
。
医
療
機
関

の
み
な
ら
ず
、
薬
局
や
営
利
企

業
が
、
こ
の
「
医
療
機
関
も
ど

き
」、「
偽
装
ク
リ
ニ
ッ
ク
」
の

設
置
が
自
由
に
で
き
る
よ
う
に

な
る
と
危
険
性
を
強
調
し
た
。

　

更
に
は
健
康
被
害
や
ト
ラ
ブ

ル
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
営

利
企
業
に
よ
る「
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
ビ
ジ
ネ
ス
」
が
リ
ア
ル
な

拠
点
を
も
ち
、実
質
、営
利
企
業

に
よ
る
医
療
本
体
へ
の
参
入
に

な
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
こ
の

法
制
化
に
強
く
反
対
し
て
い
る
。

　

談
話
へ
は
、
弁
護
士
、
神
奈

川
県
議
会
議
員
、
東
京
内
科
医

会
元
役
員
、
日
医
元
役
員
、
研

究
所
、
全
日
本
民
医
連
、
大
阪

協
会
理
事
長
、
石
川
協
会
副
会

長
な
ど
か
ら
反
響
が
あ
っ
た
。

療
保
険
部
会
で
診
療
所
（
医
療

法
人
）
の
４
割
が
赤
字
だ
と
反

証
し
て
い
る
こ
と
を
説
き
、
１１

月
２７
日
の
経
済
財
政
諮
問
会
議

で
言
及
が
あ
っ
た
診
療
所
（
個

人
立
）
に
関
し
、
実
態
調
査
結

果
の
損
益
差
額
か
ら
院
長
給
与

を
差
し
引
く
と
、
実
質
６
割
は

赤
字
と
な
る
と
指
摘
。

　

歯
科
診
療
所（
個
人
）
で
は
最

頻
損
益
差
額
は
６
３
４
・
０
万

円
、
損
益
率
２１
・
９
％
で
し
か

な
く
、
こ
こ
か
ら
院
長
給
与
等

の
捻
出
を
勘
案
す
る
と
ワ
ー
キ

ン
グ
プ
ア
状
態
に
あ
る
と
指
摘
。

　

閣
議
決
定
さ
れ
た
、
補
正
予

算
で
の
緊
急
措
置
に
よ
る
、
医

療
機
関
従
業
員
の
賃
上
げ
３
％

措
置
を
無
に
し
な
い
た
め
に

も
、「
最
低
限
改
定
率
３
％
」

は
必
須
だ
と
説
い
た
。
重
ね

て
、
税
と
社
会
保
障
の
一
体

改
革
で
増
税
し
た
消
費
税
５
％

の
う
ち
１
％
分
は
社
会
保
障
機

能
強
化
分
で
あ
り
、
当
初
の
１

％
分
の
税
収
２
・
８
兆
円
が
昨

年
３
・
３
兆
円
と
な
り
、
５
千

億
円
上
振
れ
し
て
い
る
と
指

摘
。
こ
の
上
振
れ
分
を
、
医
療

体
制
強
化
分
と
し
て
診
療
報
酬

改
定
財
源
と
す
れ
ば
、
改
定
率

４
％
と
な
り
、
こ
れ
に
２
０
１

４
年
以
降
、
反
故
と
さ
れ
て
い

る
薬
価
引
き
下
げ
分
の
技
術
料

振
り
替
え
（
７２
年
の
中
医
協「
建

議
」
事
項
）
の
復
元
で
１
％
上

乗
せ
で
き
、
改
定
率
５
％
は
可

能
だ
と
提
示
。
イ
ン
フ
レ
局
面

を
踏
ま
え
２
年
分
を
見
込
み

「
真
水
」
で
の
診
療
報
酬
の
大

幅
プ
ラ
ス
改
定
を
強
く
求
め
て

い
る
。

　

今
回
の
要
請
項
目
は
次
の
通

り
。
①
医
療
機
関
に
対
し
速
や

か
な
「
期
中
改
定
」
の
実
施
、

併
せ
て
次
年
度
診
療
報
酬
改
定

で
は
基
本
診
療
料
を
中
心
と
し

た
１０
％
以
上
の
引
き
上
げ
を
行

う
こ
と
、
②
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
を

保
険
適
用
か
ら
外
さ
な
い
こ

と
、
③
従
来
の
健
康
保
険
証
を

復
活
さ
せ
る
こ
と
、
④
電
子
カ
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学
術
部
が
長
年
取
り
組
ん

で
き
た
糖
尿
病
の
全
国
調
査

に
基
づ
く
論
文
が
、
１０
月
２１

日
付
で
英
文
医
学
誌
「Diabe-

tes T
herapy

」
に
オ
ン
ラ
イ

ン
掲
載
さ
れ
た
。
本
研
究
は
、

全
国
の
保
険
医
協
会
や
医
会

に
所
属
す
る
医
療
機
関
の
協

力
を
得
て
、
２
０
０
６
年
と

１８
年
の
デ
ー
タ
を
比
較
分
析

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
日
本
の
一
般
開
業
医
が
、

専
門
医
の
動
向
と
一
致
す
る

最
新
の
治
療
戦
略
を
導
入

し
、
的
確
な
糖
尿
病
管
理
を

行
っ
て
い
る
実
態
が
示
唆
さ

れ
た
。

　

こ
れ
は
、
地
域
医
療
の
最

前
線
に
立
つ
開
業
医
が
日
々

進
化
す
る
医
学
知
識
を
自
ら

学
び
取
り
、
患
者
の
生
活
に

寄
り
添
い
な
が
ら
成
果
を
上

げ
て
い
る
と
い
う
、
「
医
師

の
無
形
の
力
量
・
技
術
」
を

示
す
貴
重
な
エ
ビ
デ
ン
ス
で

あ
る
。

　

生
活
習
慣
病
の
管
理
は
、

単
な
る
投
薬
行
為
で
は
な

い
。
患
者
の
生
活
背
景
を
丁

寧
に
読
み
解
き
、
食
事
・
運

動
・
服
薬
を
含
め
た
行
動
変

容
を
支
援
す
る
総
合
的
な
医

療
で
あ
る
。
生
活
環
境
や
社

会
的
状
況
の
変
化
に
応
じ
て

指
導
内
容
を
柔
軟
に
見
直
す

こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し

た
現
場
の
進
歩
と
努
力
は
、

現
行
の
医
療
政
策
、
特
に
診

療
報
酬
制
度
で
は
十
分
に
評

価
さ
れ
て
い
な
い
。
厚
労
省

は
２
０
２
４
年
度
改
定
で
外

来
管
理
加
算
の
同
日
併
算
定

を
不
可
と
し
、
糖
尿
病
な
ど

の
３
疾
患
を
「
特
定
疾
患
療

養
管
理
料
」
か
ら
「
生
活
習
慣

病
管
理
料
」
へ
移
行
さ
せ
た
。

こ
れ
に
よ
り
報
酬
水
準
は
低

下
し
、
多
く
の
開
業
医
が
収

入
減
に
直
面
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
物
価
高
騰
も
追
い

打
ち
を
か
け
て
い
る
。
当
会

の
調
査
で
は
、
特
定
保
険
医

療
材
料
の
原
価
割
れ
や
検
体

回
収
費
の
値
上
げ
が
確
認
さ

れ
た
。
日
本
医
師
会
の
診
療

所
調
査
で
も
２４
年
度
に
本
業

の
医
業
で
赤
字
と
な
っ
た
医

療
法
人
が
４５
・
２
％
に
上
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直

近
の
中
医
協
や
財
政
審
で

は
、
外
来
管
理
加
算
の
廃
止

や
生
活
習
慣
病
管
理
料
の
さ

ら
な
る
厳
格
運
用
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。

　

目
に
見
え
る
検
査
や
治
療

行
為
だ
け
が
医
療
で
は
な

い
。
患
者
一
人
ひ
と
り
の
生

活
に
寄
り
添
い
、
長
期
的
な

健
康
改
善
を
支
え
る
医
療
機

関
を
、
制
度
の
不
備
に
よ
っ

て
窮
地
に
追
い
込
む
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

も
し
生
活
習
慣
病
管
理
料

の
さ
ら
な
る
厳
格
運
用
を
進

め
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は

そ
の
移
行
に
よ
る
成
果
―
た

と
え
ば
療
養
計
画
書
の
作
成

が
、
実
際
に
患
者
の
治
療
成

績
向
上
に
ど
れ
ほ
ど
寄
与
し

て
い
る
の
か
―
な
ど
、
政
策

の
合
理
性
を
示
す
べ
き
で
あ

る
。

　

私
た
ち
は
医
師
で
あ
る
と

同
時
に
科
学
者
で
あ
る
。
現

場
で
積
み
重
ね
ら
れ
た
知
見

と
努
力
を
正
当
に
評
価
し
、

医
療
の
質
に
見
合
っ
た
公
正

な
報
酬
制
度
の
確
立
を
、
強

く
求
め
る
。

開
業
医
の
「
無
形
の
技
術
」
を
評
価
せ
よ

公
正
な
医
療
政
策
の
確
立
を

オン資機能追加の補助金　乱立

いずれも導入義務なしいずれも導入義務なし
それぞれに必要性の検討を

時
迅
速
放
射
能
影
響
予
測
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
）
は
国
の

方
針
で
使
用
し
な
く
な
り
、
代

わ
り
に
、
放
射
能
測
定
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
ス
ポ
ッ
ト
を
増
や
し

て
避
難
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た

と
も
説
明
し
た
。

安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
配
布

「
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
」

　

浜
岡
原
発
か
ら
静
岡
県
へ
の

各
種
ア
ラ
ー
ト
情
報
の
共
有
体

制
に
つ
い
て
、
神
村
課
長
は
▽

原
子
炉
水
位
等
は
原
子
力
規
制

庁
の
職
員
だ
け
で
な
く
、
浜
岡

原
発
近
く
の
オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン

タ
ー
の
常
駐
職
員
も
見
ら
れ

る
、
▽
一
定
以
上
の
状
況
で
は

県
も
オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
に

参
集
す
る
、
▽
安
全
協
定
に
基

づ
き
、
原
発
周
辺
市
町
に
は
事

故
よ
り
か
な
り
前
段
階
の
ト
ラ

ブ
ル
か
ら
通
報
が
届
く
―
と
説

明
。
野
本
部
長
が
よ
り
自
動
的
・

即
時
的
な
共
有
体
制
に
す
べ
き

で
は
と
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
神

村
課
長
は
「
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
な
っ
て
い
る
」
と
し
な
が

ら
も
、
「
国
は
見
よ
う
と
思
え

ば
常
時
見
ら
れ
る
。
県
も
体
制

に
入
れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

ま
た
、
混
乱
等
で
安
定
ヨ
ウ

素
剤
が
ほ
と
ん
ど
配
布
さ
れ
な

か
っ
た
福
島
原
発
事
故
の
課
題

を
踏
ま
え
て
、
牛
山
副
部
長
は

静
岡
県
の
準
備
状
況
を
尋
ね

た
。
神
村
課
長
は
、
Ｐ
Ａ
Ｚ
（
予

防
的
防
護
措
置
準
備
区
域
。
概

ね
半
径
５
㎞
）
の
配
布
率
は
か

つ
て
６０
～
７０
％
だ
っ
た
が
、
現

在
は
５５
％
で
あ
る
と
説
明
。
事

故
か
ら
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
関

心
が
薄
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
と
し
た
。
Ｕ
Ｐ
Ｚ
（
緊
急

時
防
護
措
置
準
備
区
域
。
概
ね

３０
㎞
）
へ
の
緊
急
配
布
は
保
健

所
や
公
民
館
で
の
保
管
・
配
布

が
基
本
だ
が
、
Ｕ
Ｐ
Ｚ
内
は
人

口
が
多
く
「
う
ま
く
配
布
で
き

る
か
は
関
係
市
・
関
係
市
長
も

心
配
し
て
い
る
」
、
「
頭
を
悩
ま

せ
な
が
ら
検
討
を
進
め
て
い

る
」
と
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
▽
使
用
済
核
燃

料
貯
蔵
プ
ー
ル
の
災
害
被
害
想

定
は
現
在
審
査
中
な
の
で
注
意

　

公
害
環
境
対
策
部
は
、
も
し

静
岡
県
の
浜
岡
原
子
力
発
電
所

が
重
大
事
故
を
引
き
起
こ
し
た

場
合
、
神
奈
川
県
に
も
広
範
な

影
響
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ
り
、

二
次
避
難
先
を
神
奈
川
県
に
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
静
岡
県
と

の
懇
談
を
１０
月
１４
日
に
Ｗ
Ｅ
Ｂ

を
用
い
て
行
っ
た
。
静
岡
県
か

ら
は
神
村
原
子
力
安
全
対
策
課

長
と
野
田
主
査
が
出
席
。
協
会

か
ら
は
野
本
部
長
、
牛
山
副
部

長
、
鶴
岡
部
員
が
出
席
し
た
。

　

福
島
第
一
原
発
事
故
で
は
放

射
性
物
質
の
約
３
分
の
２
が
東

方
向
の
海
洋
へ
拡
散
（
５
０
０

㎞
以
遠
）
し
た
こ
と
か
ら
、
同

規
模
の
事
故
が
静
岡
県
内
で
発

生
し
た
場
合
の
神
奈
川
県
へ
の

影
響
想
定
を
野
本
部
長
は
質
問

し
た
。
神
村
課
長
は
、
静
岡
県

は
国
の
指
針
に
基
づ
き
、
国
が

行
っ
た
放
射
性
物
質
拡
散
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
参
考
と
し
、

原
子
力
災
害
対
策
重
点
区
域

（
Ｐ
Ａ
Ｚ
と
Ｕ
Ｐ
Ｚ
）
を
定
め

て
い
る
と
し
た
。
同
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
避
難
指
示
の

想
定
範
囲
は
浜
岡
原
発
か
ら
最

大
３０
・
９
㎞
ま
で
で
あ
り
、
浜

岡
原
発
か
ら
神
奈
川
県
は
１
０

０
㎞
程
度
あ
り
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
（
国

際
原
子
力
機
関
）
の
基
準
に
照

ら
し
て
甘
い
わ
け
で
は
な
い
と

し
た
。
な
お
、
南
海
ト
ラ
フ
巨

大
地
震
で
神
奈
川
県
に
避
難
で

き
な
い
場
合
は
埼
玉
県
や
群
馬

県
に
避
難
す
る
計
画
だ
と
し

た
。
福
島
原
発
事
故
時
に
使
用

さ
れ
た
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
（
緊
急

「
３１
㎞
圏
内
出
れ
ば
難
を
逃
れ
る
」
？

国
の
指
針
に
基
づ
き
回
答

浜
岡
原
発
、
重
大
事
故
時
の
備
え
は
？

静岡県と懇談

深
く
見
て
い
き
た
い
、
▽
神
奈

川
県
と
静
岡
県
は
原
子
力
災
害

発
生
時
に
必
要
な
情
報
を
共
有

で
き
る
よ
う
体
制
作
り
・
打
合

せ
を
し
て
い
る
―
な
ど
と
回
答

さ
れ
た
。

　

な
お
、
浜
岡
原
発
は
現
在
、

１
・
２
号
機
を
廃
止
措
置
中
。

３
～
５
号
機
は
停
止
中
だ
。

ま
と
め

複
合
災
害
で
の
重
大

事
故
を
念
頭
に
置
き

対
策
を

３０
㎞
を
超
え
る
広
域
の
放
射

能
汚
染
地
図
作
成
が
で
き
る
Ｓ

Ｐ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
の
使
用
を
国
が
止

め
、
放
射
能
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
方

式
に
し
た
た
め
、
静
岡
県
は
神

奈
川
県
の
汚
染
規
模
を
測
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
浜
岡
原
発
を

よ
り
安
全
に
す
る
こ
と
が
、
来

た
る
南
海
ト
ラ
フ
大
地
震
の
被

害
を
減
ら
す
道
と
な
る
。

　

原
子
炉
の
水
位
が
測
れ
な
い

事
故
が
美
浜
原
発
、
福
島
第
一

原
発
に
起
き
て
い
て
、
心
も
と

な
い
原
発
運
営
で
あ
る
。
重
大

事
故
時
の
子
ど
も
ら
の
甲
状
腺

を
守
る
安
定
ヨ
ウ
素
剤
配
布
は

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
神
奈
川

県
は
原
子
力
空
母
の
母
港
が
あ

り
、
放
射
能
関
連
企
業
も
立
地

し
て
い
て
、
地
震
や
津
波
な
ど

に
よ
っ
て
静
岡
県
、
神
奈
川
県

が
同
時
的
に
放
射
能
重
大
事
故

を
起
こ
す
こ
と
を
念
頭
に
置
い

て
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ

る
。

　

（
公
害
環
境
対
策
部
長
・

野
本
哲
夫
）

　オンライン資格確認（以下、オン資）システムの機能追加に関し、複数の補助金が

示されている。補助金にはそれぞれ期限が示され、支払基金からの導入を急かすよう

な案内メールの報告もある。そこで現在どのような補助金があるのか、また、その締

切期限や導入の判断に向けた参考情報を以下にまとめた。

　補助金は現在、次の機能に関するものにつけられている。①公費受給者証・診察券

のマイナンバーカード一体化、②医療扶助のオン資、③訪問診療等でのオン資、④紙

レセ医療機関のオン資、⑤スマホマイナ保険証への対応、⑥電子処方箋管理サービス

等。いずれの機能も現時点で義務ではなく、医療機関に導入の判断は任されている。

　補助金申請の締切については、①～④が2026年1月15日まで、⑤は26年1月31日まで、

⑥は26年9月30日までとなっている。ただしいずれの期限も幾度となく延長されてき

ており、来年度以降も継続すると思われる。

【①公費受給者証・診察券のマイナンバーカード一体化】

　これまで診察券で行っていた診療受付の運用をマイナ受付に代替させるシステム改

修や、精神通院医療などの公費負担医療、小児医療費助成などの地方単独助成事業の受

給者証で確認していた情報を、オン資を通してレセコンに表示させるためのシステム

改修を行うことを想定したもの。

　診療所への補助金額は最大で5.4万円。なお改修費用の25％以上は自己負担となる点

に注意。さらに20種類弱ある受給者情報の確認は全てで可能なわけではない上に、運

用が開始されている自治体は、県内では横浜市と茅ケ崎市のみ。他にも6自治体が準

備を進めているが、それ以外の自治体は準備も開始されていない。補助金のために慌

てる必要はないだろう。

【②医療扶助のオンライン資格確認】

　生活保護の被保護者に紙で発行している医療券を情報化し、オン資システムに登録、

マイナ受付時にレセコンにて医療券情報が確認できるように改修するもの。補助額は

①と同様に医療機関の持ち出しが発生する。

　生活保護の非指定医療機関ではほぼ使用が想定されない。また資格確認用端末のみ

で情報確認できるため、指定医療機関にとっても情報の入力の手間が減る程度と思わ

れる。また未委託による返戻が防げるともするが、そのような返戻が多いかどうかは

自院の状況により判断すればよいと思われる。

【③・④タブレット端末等でのオンライン資格確認】

いわゆる顔認証付きカードリーダーがない場合に、「マイナ資格確認アプリ」をインス

トールしたスマートフォン等の端末により、マイナ保険証での資格確認（③では同意取

得も可能）を行えるようにするもの。いずれも導入義務はなく、必要性や利便性を基に判

断されたい。補助額は最大で③12.8万円、④3.1万円（費用の25％以上は自己負担）。

【⑤スマホマイナ保険証への対応】

　今後どれほどの患者がスマホマイナ保険証を使用するかにより、必要性が変わって

くると思われる。しかしスマホ対応せずとも代替の確認方法が認められている他、顔

認証付きカードリーダーの次期設備更新ではスマホマイナ保険証に対応することも見

込まれ、最大7,000円の補助金のために今から導入を検討する必然性は高くない。

【⑥電子処方箋管理サービス】

　医療機関にとって重複投薬の電子的なチェックが可能となることなどが代表的なメ

リットとして示される。ただ患者の同意がない場合、過去の薬剤情報が参照できない

ため、どの薬剤が該当するかまでは確認ができない。導入する機器により補助金額が

変わり、最大で35.9万円（費用の50％）まで。

　総じて導入義務のある機能はないため、その利便性等に対して自己資金を投じてま

で行うかどうかは、それぞれの状況により判断いただきたい。いずれも医療機関等向

け総合ポータルサイトに詳細が示されているので、ぜひご参照されたい。
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◆医療崩壊に直面する惨状が改めて中医協で明確に

　総合経済対策の「底上げ」措置を活かす改定へ

　診療報酬改定へ向け11月26日、中医協は第25回医療経済実態調査の結果を

公表した。概況は先に公表されている「医療法人経営情報データベースシステ

ム（MCDB）」による「医療法人の経営状況」と同様に、病院の深刻な経営悪

化と赤字病院の多さ、診療所の経営悪化、歯科診療所の苦境となっている。総

じて「減収減益」構造となっており、病院は損益差額が平均値も中央値も赤字

で多額、診療所（全体）の3割は損益差額が赤字で最頻階級も赤字、歯科診療

所（医療法人）は2割が赤字である。重層構造で診療連携と機能分担を図って

いる地域医療は早晩、地滑り的に崩落する危険性が高い。

　高市内閣は所信表明どおり、11月21日に総合経済対策を閣議決定し、「医療・

介護等支援パッケージ」による緊急措置で、医療機関の賃上げ「プラス3％、

半年分」を措置するとした。この補正予算措置は「診療報酬の底上げ」を意味

すると田村・自民党政調会長代行が既に説いている。

　つまり、この土台を無にしないため、来年6月実施の診療報酬改定は「プラ

ス3％以上」が必須となる。これに骨太方針2025が約束した「物価上昇分」と「医

療経営の安定分」、「医療の高度化分」を加えた大幅プラス改定は道理となる。

その実現をわれわれは改めて強く求める。

◆診療所は個人立も医療法人と同様に経営は厳しい

　7割は経営悪化　損益差額1,500万円以下は4割

　財政制度等審議会分科会で診療報酬引き下げの標的とされた診療所に関し、

既に10月29日の中医協では反証されている。医療法人立に関しては、2024年

度医業利益が赤字の診療所は全体の約4割であり、本業以外の補助金を含んで

も経常利益率は「0.0％～1.0％」が最頻値となっている。事業収入1億円で経

常利益100万円に過ぎない。

　財務省は中医協の医療経済実態調査の個人立のデータを見て評価したいとし

ていたが、医療法人と同様に数字は酷い。個人立の損益額は事業体としての数

字であり、そこには借入金返済や設備更新費用、税金の負担、そして院長報酬

が含まれている。すべてが院長報酬ではない。

　個人立（無床）診療所の24年度の損益率は28.3％で23年度より4.0ポイント

下落。損益差額2,656.4万円は、医療法人立（無床）診療所の院長給与2,871.6

万円にも満たない。この平均値より内実は酷い。　

最頻損益差額階級の損益状況では、個人立（無床）診療所の院長給与含む損

益差額は749.1万円に過ぎない。損益率は13.4％しかなく23年度より3.9ポイン

ト下落である。しかもこの数字は減収分を補うために給与費や減価償却費、委

託費を少しずつ圧縮し、費用減の経営努力をした上での数字である。

　損益差額階級別施設数でみると、損益差額が病院勤務医の給与約1,500万円

以下が全体の39.2％に上り、5.6％は赤字であり院長の給与すら捻出できない。

実際は医療法人程度の院長給与2,500万円が最低限差し引かれるため、損益差

額2,500万円以下は実質赤字であり、実に58.6％、約6割に及ぶ。

　23年度よりも24年度の損益率がマイナスとなった経営悪化は、個人立診療

所の73.4％に上っており、医療法人立診療所の67.7％より広範囲に及んでいる。

診療所の開設者は個人立が36.8％、医療法人立が45.3％の構成＊1となってお

り、両者で全体の8割超を占める。深刻である。

◆歯科診療所は個人立も医療法人立も最頻層は赤字のワーキングプア状態　

　歯科診療所（医療法人）は、損益率の変動はほぼないが24年度は5.5％と低い。

個人立も同様に変動がほぼなく、24年度は損益率29.8％、院長報酬を含んだ損

益差額1,562.2万円であった。医療法人立の歯科診療所の院長給与が1,458.4万

円なので、仮にこれを差し引くと損益額は103.8万円しか残らず、損益率は1.9

％と2％を割り込む。

最頻損益差額階級の損益状況では、医療法人の損益差額▲1,408.7万円、損

益率▲11.1％と酷い。23年度から倍化している。個人立は損益差額634.0万円、

損益率21.9％であり、ここから院長給与と設備更新費用、税金等を捻出する

ことになる。極貧のワーキングプア状態での経営水準にある。

　損益差額階級別施設数でみると、個人立は損益差額が医療法人立の院長給与

水準以下が59.1％であり、医療法人立は33.6％で損益率が赤字である。これで

は歯科医療の再生産は困難を極める。

歯科診療所の開設者は個人立が75％、医療法人立は25％の構成＊1である。

今回の結果は個人立の経営状況の酷さを浮き彫りにしている。自費診療収入2

割の構造だが、そこに活路はないのである。

　疾病予防や健康管理が強調され、「1に運動、2に食事、しっかり禁煙、良い

睡眠」の標語で厚労省は健康増進を促している。口腔ケア、歯科治療は、その

食事を支える土台であるが、歯科医療体制は覚束ない。

◆このままでは第一線医療も、持続可能性がなくなる

　保険者は医療の確保が第一義

診療所は初診患者の8割、外来患者の7割を診ている。疾病の早期発見や治療、

重症化予防はじめ第一線医療を担っている。かかりつけ医機能を果たし、中小

病院、大病院、基幹病院、大学病院などと連携し、「面」として地域医療を担

っている。一次、二次、高次（三次）と、機能分担・役割分担の下、重層構造

で地域医療は支えられている。今回の医療経済実態調査の結果は、病院と同様

に、診療所の状況も看過できないことを示している。歯科診療所は殆どの外来

患者を診ており、こちらも同様である。

　保険者は、被保険者の保険料の付託を受けて、医療提供（療養の給付）を約

束し、自らは提供できない医療を、医療機関に準委任の形で依頼し、対価の診

療報酬を審査支払機関経由で支払う関係にある。保険者の母体は企業や政府、

自治体等である。被保険者への医療確保は第一義の役割である。

　田村・元厚労大臣は三重市の講演で「被保険者を考え、医療を受けられる環

境を整えるのが保険者の役割の一つ。医療が実現可能なだけの、診療報酬改定

を行うのが当たり前」と指摘した。至言である。

◆コロナ禍の尽力に冷や水を浴びせた前回改定、医療現場は限界

　1998年以降、診療報酬は実質マイナス改定の連続であり、累計▲16％強に

及ぶ。これは2カ月分の医業収入を吹き飛ばしたに等しい（∵1÷12〈カ月〉

=8.3％）。社会保障関係費（国費）を高齢化分の伸びに抑えた2016年以降でみ

ても累計▲4.04％と半月分の医業収入が消失したことに匹敵する。

　開業医、開業歯科医の1/4は過労死ライン超で働いている＊2。報道や日医総

研の論文引用もされている＊3。この下でも、コロナ禍、第一線医療は二次、三

次医療とともに尽力し、先進諸国の中でコロナ死者数やコロナ死亡率を最小限

に抑えた。しかも、コロナ禍の最中でも、医療者の尽力により、国民、県民の

医療満足度は不変で向上もした＊4。英国のGP（一般医）は評価を激減させて

おり、格段に異なっている。

　この経営努力と診療尽力を踏みにじり、診療所を標的に前回改定では生活習

慣病管理料等を中心に▲0.25％の削減を重ねた。これでは医療の再生産、医療

の質の向上は図れず、医療者の人心を荒廃させる。

◆消費税の機能強化分1％の上振れ分活用で大幅プラスは可能

　ベースアップ評価料の廃止・見直しを

　社会保障・税一体改革で消費税5％分の増税となった際に、消費税1％分は使

途を社会保障の機能強化分（充実分）とするとされた。当時の消費税収1％は

2.8兆円だったが、最近は3.3兆円と5千億円上振れしている。25年度予算で機

能強化分は3.3兆円超の4.1兆円が措置され各事業に充てられている。柔軟対応

が図られている。ならば、上振れ分の5千億円を、医療体制強化分として診療

報酬改定分に回せば、改定率プラス4％強となる。これに2014年改定以降、反

故にされている中医協「建議」での「薬価引き下げ分の技術料（本体）振り替

え」を復元すれば改定率1％程度はプラスでき、5％となる。医療機関が価格交

診療所（個人立）も経営悪化顕著　実質6割は赤字
歯科は貧困経営　病院は深刻

診療報酬の大幅引き上げは道理
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渉の経営努力により薬価を引き下げ経営原資に回し

ているものであり無茶ではない。

　11月20日の参院財政金融委員会で医師の小林孝

一郎議員（自民）がこの「上振れ」を取り上げ財務

省は慎重姿勢を見せたが、再考すべきである。倒産、

閉院で医療機関消失では「保険あって医療なし」と

なる。

　医療費は人件費の塊であり、50％を占める。人

材確保、人材流出回避へ日々の経営で苦心している。

前回改定で導入のベースアップ評価料の算定は病院

が89.6％の一方、診療所が40.3％、歯科診療所35.9

％と6割超が算定できていない＊5。届出内容が複雑、

患者説明が困難、対象職種が限定など、実務上も全

従業員のベアの均衡を図る上でも難点が多く不評で

ある。財務省は算定の低さを難じているが、診療報

酬を変質させた経営介入である。未算定の医療機関

も院長給与を削り職員給与を引上げるなどの涙ぐま

しい苦労が今回の調査結果から見て取れる。改善が

必要である。初再診料に連動し算定する点数なので、

廃止して、賃金分の評価は初再診料を中心として上

乗せすべきである。次善策はその上乗せ評価かベー

スアップ評価料の選択制である。平均給与478万円
＊6、賃上げ率4.1％＊7も医療職種の殆どは届いてい

ない。

　インフレ局面で2年分を見込み、「真水」での診療

報酬の大幅プラス改定をわれわれは強く求める。

 2025年11月28日

＊1：「令和6（2024）年医療施設（動態）調査」　＊2：神奈川県保険医協

会「『開業医の働き方』調査の結果について（2019.1.18発表）」https：//

www.hoken-i.co.jp/outline/h/2019118.html　＊3：日本医師会総合政策研究

機構のワーキングレポート「50 代医師の将来のキャリアプラン調査―現

在の働き方と 65 歳以降に想定するキャリア―」（2024.7.19）https：//

www.jmari.med.or.jp/result/working/post-4420/　＊4：神奈川県保険医協

会・医療政策研究室論考「首都圏の医療満足度 コロナ禍でも不変、若干増」

（2023.11.28）https：//www.hoken-i.co.jp/outline/d67228109af792502edf1e

1046051c9a9c1a8bd5.pdf　＊5：中医協・入院・外来医療等の調査・評価

分科会（2025.9.25）資料「入-1参考4」　＊6：国税庁「令和6年分民間給与

実態統計調査」　＊7：厚労省「令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査」

＜掲示資料について＞

1） 「参考」の資料は全て、中医協第25回医療
経済実態調査より。24年度分。一部改編。

2） 個人立の損益差額は開設者の院長給与を含
んだ数字。損益率も同様。医療法人立等と
の比較の際は、考慮して理解が必要。

3） 表中の「全体」の数字は機械的な計算値。
個人立の院長給与を含んだ損益差額のた
め、高い数字になることは留意が必要。

42025 年 12 月 15 日 第 2306 号

〈参考〉
◆診療所（全体）の3割は損益率が赤字（左）　診療所（個人）の最頻損益階級の損益差額は約750万円（右）

◆歯科診療所の最頻損益差額階級の損益差額は個人立640万円弱、医療法人立は▲約1,400万円 ◆歯科診療所（個人）の損益差額は法人院長給与水準以下が約6割、医療法人は約3割弱が赤字

◆診療所（個人）の3割は損益率が赤字、
　損益差額が勤務医給与水準以下は7割弱

◆一般診療所（個人）　経営悪化は73.4％

29.8％

33.6％

59.1％

5.6％

39.2％

58.6％

73.4％
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◆医療法に「業」を規定し、わざわざオンライン診療の「ハコ」を作らせる「謎」

　医療法改正案が11月21日に衆院で審議入りし27日に可決、12月1日には参院で審

議入りした。早晩可決成立とみられるが、偽装クリニックの温床の懸念がある「オ

ンライン診療受診施設」に関し殆ど議論がない。この施設は医療機関ではない。設

置者も管理者も医師「以外」が設置する、患者の「受診場所」を提供する「ハコも

の施設」である。非常に紛らわしい。営利企業による設置が可能となる。

　オンライン会議やオンラインショッピングの延長線で、オンライン診療を利便優

先でとらえる向きもあるが、基本は対面診療の補完である。この間、法律やガイド

ラインの盲点を衝いて、営利企業による「オンライン診療ビジネス」が台頭し、ト

ラブルも頻発。われわれは医療安全、医療の非営利性の観点で警鐘を鳴らしてきた。

しかし、本法案の「オンライン診療受診施設」は、このビジネスの法的正当性をも

った拠点づくりとなる。患者・国民も、医療機関と誤解する可能性が高い。

オンライン診療は医師も患者も居所不問であり、あえて「ハコもの」をつくる必

要はない。医療法に「業」の文言を入れ商機を誘発する必要もない。われわれは、

オンライン診療受診施設に改めて反対する。

◆ 健康被害、トラブルがオンライン診療ビジネスで発生　医療安全規制に逆行

　この間、自由診療でのオンライン診療に営利企業が介入し、糖尿病薬の痩身目的

での利用や、避妊薬、美容医療などで、健康被害やトラブルが発生している。

NHKなどで報道特集もされ、厚労省の美容医療の検討会でもこの問題が指摘をさ

れてきた。いわば「オンライン診療ビジネス」である。

　厚労省は事後的に医師の本人確認や所属医療機関の明示、急変時の連携医療機関

の明示など、医療安全規制の措置をガイドライン改定により敷いてきた。その最中、

この逆コースは非常に疑問が多い。

　オンライン診療は自宅や、職場の個室など患者のプライバシーが確保されれば、

どこでも受診可能な診療となっている。そのためか、患者安全や急変対応など、ガ

イドライン違反も散見されている。

「医師でない者が診療を行っているとの指摘があっても、オンライン診療におい

ては、そのものを見られないと実態が分からない。」、「非医療機関での医行為につい

て、医師法違反と疑わしくても、医療機関ではないため保健所としてどのような対

応・指導が可能であるのかが明らかでない。」など、厚労省の「美容医療の適切な

実施に関する検討会」で昨年、問題が剔出されているが、不問のまま改善策もない。

規制改革会議の要望に応え、オンライン診療は初診から認められ、医師が非常駐

のブース型診療所での実施など、規制緩和を重ねてきた。今回創設のオンライン診

療受診施設（以下「オン診受診施設」）は、この同一線上に位置づくものである。

◆オンライン診療受診施設は設置が容易 　「医療機関ではない」ので法規制は皆無

　既にいま、医師非常駐でのブース型のオンライン診療専門の診療所は開設が認め

られている。郵便局への併設開設や公民館や巡回診療車両での一時開設が認められ

ている。これは「医療機関」である。本院の医師がブース型の診療所等に来院した

患者をオンラインで診療をするものである。

創設される「オン診受診施設」は医療機関ではない。オンライン診療を受診する

「場所」としての「ハコもの」である。医療施設ではないため、感染予防などの安

全管理は義務付けられない。設置後10日以内に都道府県知事に届出すればよい。事

後届出制である。

　「オン診受診施設」でのオンライン診療の実施責任は、医療機関側が負う。また「オ

ンライン診療基準」への適合性確認も、医療機関側が負う。具体的には、受診施設

でのプライバシーが十分配慮された環境や、清潔保持、衛生上・防災上・保安上の

安全の確保となる。ただ、設置後の知事への届出制のため、事前の確認や保健所に

よる実地検査などはない。つまり設置のハードルが非常に低い。

　「場所の提供」が業（なりわい）なので、医療法に規定されながらも医療法上の

規制は殆ど対象外となる。当然、療養担当規則も無関係であり制約はない。設置者

の責任は軽い。問題発生の際には、医療機関側は重い責任を負うが、「オン診受診

施設」は都道府県の指導にとどまる。その際に受診施設を廃止し、別な場所へ速や

かに設置し、運営することも可能である。

　つまり、医師が開設し、感染予防などの措置を講じ保健所の開設許可をとる必要

がある医療機関と格段に違い、「オン診受診施設」は「設置」が容易となる。この

施設で、オンラインで医師の診察を受けるので、患者には区別が曖昧となり、「医

療機関もどき」、「偽装クリニック」となる。

　今回の法改正で、①医療機関は各地にオン診受診施設を容易にブランチ（支店）

として設置できるようになる。②調剤薬局も同じように併設できる。③営利企業

もショッピングセンターやホテル、コンビニなど、どこでも併設できる。しかも、

営利企業が主導で勤務医などを組織すれば、実質的にオンライン診療ビジネスは

「お墨付き」を得て、大手を振って活躍できることになる。営利企業の医療本体へ

の参入である。

◆「在宅医療代行サービス」の議論に唖然

　 「もぬけの殻クリニック」も出現　決壊する医療の非営利性

　この話は何も、杞憂ではない。11月12日、中医協では24時間の往診体制確保の

ため「往診代行サービス」会社の利用ルールに関し議論となっている。このサー

ビス会社は登録された医師を、委託により「かかりつけ医療機関」の非常勤医師

として雇用契約を結び往診をさせるというもの。しかし、「代行」ではなく、サー

ビス会社が「本業」として患者からの依頼に応じ往診し、特定の医療機関経由で

保険請求を行っている例も実際にある。厚労省も把握していると思われるが、患

者や医療機関の需要に応えている面と、既に日常化してしまった実態が厳然とあ

るため、医療秩序の整備に苦慮しているように見える。

　同様なことは営利企業ではないが、在宅医療専門クリニックでも似た経緯があ

る。2012年頃まで、在宅医療専門クリニックは、事実上、認められていなかった。

が、2013年末に規制改革会議により在宅医療専門診療所が要望され、以降、2016

年診療報酬改定で評価が新設、保険医療機関指定のルールを整備し通知発出とな

っている。

　しかし、現在、これを逆手にとった医療機関も誕生している。保険診療のルー

ルで、患家と医療機関の距離が16㎞を超える往診、訪問診療は「特別の事情」が

ない限り認められない。そこで、この距離要件に抵触しないように、狭小な雑居

ビルに在宅医療専門クリニックを医療法人が開設し、そこには日常は誰もおらず

閉じ、実際の在宅医療は同一法人の遠方の別の医療機関から医師や看護師等が出

動する、パターンが出現している。不在の診療所の電話は転送される、いわば「も

ぬけの殻クリニック」である。

　企業家的医師らによる、医療倫理の融解も一方で進みだしている。

◆オンライン診療ビジネスの横行、オン診専門診療所の患者全国募集を懸念

　医療秩序破壊なきよう尽力を

　医師の所在不問、患者の所在不問のオンライン診療は、「オンライン診療＋医薬

品提供・配送」を骨格とした、「オンライン診療専門」の自由料金サービスとしても、

営利企業によりバーチャル空間、web上で展開されている。いわゆる「オンライン

診療ビジネス」である。

　今回の「オン診受診施設」は、このビジネスのリアルな拠点づくりとなる。

　また、今後はオンライン診療専門医療機関の開設許可、保険医療機関指定さえ

も想定の範囲となる。現在、オンライン診療は患者の全国募集はできないが、「オ

ン診受診施設」の拠点づくりにより環境整備がなされる。急変対応の地域医療機

関の確保、事前合意、患者情報の共有など、オンライン診療はガイドラインで医

療安全・安心のための規制がある。この改変緩和も懸念が生じている。こうなれば、

厚労省が進める地域包括ケア、かかりつけ医機能の強化、地域医療構想も混乱し、

水泡に帰す。

　過日の法案の衆院での可決の際についた附帯決議は、この規制緩和を求めてお

り違和感を覚えている。

　既に4月9日、われわれは、「オンライン診療ビジネスの跋扈を懸念／医療法改定

の部分修正・慎重審議を望む」（https://www.hoken-i.co.jp/outline/h/202549.html）と、

談話を発表している。

　しかし、この問題は厚労委員会で一顧だにされておらず、先の第217回通常国会

で4月3日に衆院本会議での法案への代表質問で医師の猪口幸子議員（維新）が、

不正請求の懸念と事前届出制への転換、保健所の立入検査の必要性を質しただけ

である。

　われわれは、オンライン診療受診施設の創設に反対するとともに、慎重審議を

参院厚労委員会に求める。また、厚労省には設置者要件、安全管理など医療秩序

が崩壊しないよう尽力を強く求める。 2025年12月3日

営利企業の医療参入の梃つくる医療法改正

偽装クリニックの温床、
「オンライン診療受診施設」に反対する
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追
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５
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９
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％
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Ｓ
Ｒ
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Ｌ
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等
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、
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２
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い
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検
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有
料
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▽
条
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変
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受
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料
全
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の
引
き

上
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―
を
受
け
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お
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、

う
ち
９
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は
複
数
の
通
知
を
受

け
て
い
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。
追
加
の
費
用
負
担
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集
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有
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「
月
３
万
〜

５
万
円
未
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」
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件
（
57
％
）

で
あ
っ
た
。「
条
件
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更
」、「
受

託
料
全
体
の
引
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」
で
は
数

万
円
か
ら
数
十
万
円
と
回
答
は

ま
ち
ま
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っ
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。

４
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は

委
託
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更
せ
ず

　

有
料
化
の
「
影
響
が
あ
る
」

と
の
回
答
は
１
７
１
件
で
、
う

ち
38
件
が
通
知
を
受
け
て
い

た
。
通
知
へ
の
具
体
的
対
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で

は
、
42
％
が
検
査
会
社
を
変
更

せ
ず
検
査
頻
度
の
変
更
や
経
費

削
減
に
努
め
る
と
回
答
。一
方
、

【アンケート概要】調査期間…2025年9月10日～30
日／対象…医科会員（3,944名）／回答方法…FAXお
よびホームページ（Googleフォーム）／回答…FAX・
WEB合計272件（回答率6.9％）
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開
業
し
て
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年
あ
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。
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台
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受
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ら
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、
１
名
少
な

い
シ
フ
ト
へ
の
変
更
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
。
患
者
の
予
約
を
減

ら
し
、「
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

料
」
も
そ
の
意
義
に
違
和
感
を

覚
え
つ
つ
算
定
し
た
が
、
状
況

は
一
向
に
改
善
し
な
い
。

　

健
康
保
険
の
被
扶
養
者
認
定

要
件
が
26
年
４
月
よ
り
一
部
変

更
さ
れ
、
想
定
外
の
臨
時
収
入

で
年
間
収
入
が
１
３
０
万
円
以

上
に
な
っ
て
も
、
労
働
契
約
段

階
で
見
込
む
年
間
収
入
が
１
３

０
万
円
未
満
等
の
諸
条
件
を
満

た
せ
ば
直
ち
に
扶
養
か
ら
外
れ

な
く
な
る
が
、
臨
時
収
入
が
社

会
通
念
上
妥
当
な
範
囲
を
超
え

れ
ば
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
国

に
は
未
だ
様
々
な
課
題
や
矛
盾

を
は
ら
む
被
扶
養
者
の
認
定
基

準
の
更
な
る
改
善
を
求
め
た

い
。高

点
数
個
別
指
導
選
定

基
準
見
直
し
は
必
須

　

過
度
に
細
分
化
さ
れ
た
診
療

報
酬
や
患
者
へ
の
夥
し
い
数
の

文
書
提
供
も
我
々
を
疲
弊
さ
せ

る
。
文
書
提
供
自
体
は
治
療
を

円
滑
に
進
め
る
上
で
必
要
な
作

業
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
、
そ

れ
自
体
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、
せ
め
て
作
成
に
要
す
る

事
務
負
担
は
最
小
限
に
留
め
る

べ
き
だ
。
さ
ら
に
、
ベ
ー
ス
ア

ッ
プ
評
価
料
や
外
安
全
・
外
感

12月1日付

「3次元プリント有床義歯」材料が
特定保険医療材料に収載

　12月1日より、3次元プリント有床義歯の歯冠部用材料・義歯床用材料として
「ディーマ プリントデンチャー ティース」、「ディーマ プリントデンチャー 
ベース」（クルツァージャパン株式会社）が保険収載されている。3次元プリン
ト有床義歯の点数が11月28日付通知で明らかになったので、お知らせする。
　請求にあたってご不明な点等は、歯科保険診療対策部（℡045-313-2111）まで
お問合せいただきたい。

製作できる歯科医療機関 
　以下①、②いずれにも該当する歯科医療機関で3DFDを製作することが
可能。なお、施設基準届出は不要。
① 「歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師
が1名以上配置されていること」

② 「保険医療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が
設置されている場合は、歯科技工士を配置していること」又は「保険医
療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置され
ていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が確保さ
れていること」

　※ なお、使用した当該装置及び歯科技工所名（保険医療機関内で製作さ
れた場合を除く）をカルテに記載すること。

解説 
　3次元プリント有床義歯（3DFD）とは、歯科技工室設置型コンピュー
ター支援設計・製造ユニット及び歯科技工用重合装置（液槽光重合方式3
次元プリント有床義歯製作装置）を用いて、作業模型で間接法により造形
製作された歯冠部用材料及び義歯床用材料からなる有床義歯を指す（3DFD
の義歯床用材料については上記保険適用材料参照：12月1日時点）。この
3DFD算定にあたっては、上下顎で総義歯を同日に装着した場合にのみ算
定できる（再製作時は除く）ものとなる。また製作にあたって、必要に応
じて実施した印象採得・咬合採得・装着・仮床試適については各区分（総
義歯製作関連の点数）にて算定可。また、修理（歯冠部用材料料は別途算
定可）・有床義歯内面適合法（硬質材料を用いた場合）も総義歯の区分で算
定可となる。
　なお、3DFDを製作・修理した場合には、製品に付属している使用した
材料の名称及びロット番号等を記載した文書（シール等）を保存して管理
（カルテに貼付等）する必要がある。

点数 
　 ※有床義歯作製に係る点数も別途算定可能です。

◎3次元プリント有床義歯（3DFD）
○技術料：2,420点（1顎につき）※「有床義歯 総義歯」の点数を準用

○材料料・歯冠部用材料（1歯につき）：6点
　　　　 ・義歯床用材料（1顎につき）：203点

歯
科
・
匿
名
希
望

染
な
ど
、
も
う
少
し
簡
素
な
点

数
設
計
に
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
平
均
点
数
で
機
械
的

に
対
象
者
を
選
定
し
、
治
療
内

容
は
一
切
考
慮
さ
れ
な
い
「
高

点
数
」
個
別
指
導
も
精
神
的
負

担
が
大
き
い
。
当
院
は
60
歳
代

以
上
の
比
較
的
高
齢
な
患
者
が

多
く
来
院
す
る
の
で
、
ど
う
し

て
も
歯
冠
修
復
や
欠
損
補
綴
が

治
療
の
中
心
と
な
る
。
当
然
平

均
点
数
が
上
が
る
の
で
、「
高

点
数
」
個
別
指
導
の
前
に
行
わ

れ
る
集
団
的
個
別
指
導
に
は
私

も
何
度
か
呼
ば
れ
た
。
対
象
者

選
定
に
あ
た
り
治
療
内
容
ま
で　

考
慮
し
た
上
で
選
定
す
る
の
は

非
常
に
難
し
い
と
思
う
が
、
平

均
点
数
を
意
識
し
て
治
療
に
集

中
で
き
な
い
現
状
を
打
破
す
る

に
は
、
せ
め
て
選
定
基
準
の
見

直
し
が
必
須
だ
。

経
営
安
定
に
資
す
る

診
療
報
酬
求
め
る

　

歯
科
医
療
の
最
大
の
目
的

は
、「
咬
合
機
能
回
復
に
よ
る

栄
養
摂
取
」
だ
。
栄
養
摂
取
に

よ
り
体
力
を
回
復
さ
せ
ら
れ
れ

ば
、
疾
病
の
予
防
に
繋
が
る
か

ら
だ
。
し
か
し
、
咬
合
機
能
回

復
に
不
可
欠
な
冠
や
ブ
リ
ッ

ジ
、
義
歯
な
ど
の
製
作
費
用
は

諸
外
国
に
比
べ
、
あ
ま
り
に
評

価
が
低
い
。
現
在
は
歯
科
医
院

と
歯
科
技
工
所
の
献
身
的
な
自

己
犠
牲
に
支
え
ら
れ
て
い
る

が
、
も
っ
と
高
く
評
価
さ
れ
て

も
い
い
の
で
は
な
い
か
。

　

国
が
際
限
な
く
膨
張
し
続
け

る
医
療
費
の
削
減
を
押
し
進
め

る
の
は
理
解
で
き
る
が
、
地
域

医
療
が
崩
壊
す
れ
ば
本
末
転
倒

だ
。
26
年
度
改
定
で
は
歯
科
医

院
の
経
営
安
定
に
資
す
る
診
療

報
酬
と
な
る
こ
と
を
切
に
願

う
。（

取
材
：
事
務
局
・
谷
口
）

検査会社は変えず、
検査と他の部分
両方で対応する

8%

検査会社は変えず、
他の部分で対応する

5%

検査会社は変えず、
検査の対応を変える
（頻度など）
13%

検査会社を変更する
 （既に変更済み含む）

24%

通知を受け入れる
（具体的対応は未記入）

16%
* 未回答
21%

（n=38）

検査会社と交渉
5%

対応を検討
（具体的対応は

未記入）
5%

閉院・廃業
（検討中含む）

3%
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旧
東
海
道
、

  

保
土
ケ
谷
宿
を
巡
る

１０
月
２６
日
、
文
化
部
は
歴
史
散
策
「
旧
東
海
道
、
保
土
ケ
谷
宿
を
巡
る
」

を
開
催
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
保
土
ケ
谷
ガ
イ
ド
の
会
の
案
内
の
も
と
、
約
４
・
３

㎞
の
行
程
を
約
３
時
間
か
け
て
歩
い
た
。
会
員
や
家
族
ら
９
名
が
参
加
し
た
。

序
盤
は
小
雨
が
ち
ら
つ
く
雨
模
様
で
、
途
中
か
ら
雨
は
上
が
っ
た
も
の
の
、

曇
り
空
で
肌
寒
い
中
で
の
ハ
イ
キ
ン
グ
と
な
っ
た
。

歯
科
研
究
部
は
１０
月
３１
日
、

歯
科
特
別
研
究
会
「
認
知
症
が

疑
わ
れ
る
患
者
へ
の
対
応
」
を

協
会
会
議
室
と
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用
で

開
催
。
講
師
は
東
京
医
科
歯
科

大
学
名
誉
教
授
・
下
山
和
弘
氏

が
務
め
、
７０
名
が
参
加
し
た
。

以
下
、事
後
抄
録
を
掲
載
す
る
。

　

認
知
症
患
者
と
の
信
頼
関
係

を
つ
く
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
４
大
認
知
症
や

軽
度
認
知
障
害
の
特
徴
を
理
解

す
る
と
と
も
に
、
認
知
症
の
中

核
症
状
（
記
憶
障
害
、
失
語
、

失
行
、失
認
、
実
行
機
能
障
害
、

見
当
識
障
害
、
理
解
力
・
判
断

力
の
低
下
）
や
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
（
徘

徊
、
暴
行
・
暴
言
、
介
護
拒
否

な
ど
）
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ

と
が
必
須
で
す
。
適
切
な
歯
科

医
療
の
た
め
に
も
患
者
の
行
動

を
理
解
・
受
容
す
る
た
め
に
も

必
要
な
こ
と
で
す
。

　

認
知
症
患
者
が
問
題
行
動
を

起
こ
す
の
は
、
な
ん
ら
か
の
問

題
に
対
す
る
Ｓ
Ｏ
Ｓ
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
認
知
症
自
体
が

暴
力
的
に
す
る
こ
と
は
な
く
、

暴
言
・
暴
力
に
は
理
由
が
あ
り

ま
す
。
認
知
症
患
者
に
と
っ
て

も
家
族
に
と
っ
て
も
生
活
が
心

穏
や
か
な
も
の
な
ら
ば
問
題
行

動
は
軽
減
し
ま
す
。
基
本
的
な

対
応
方
法
と
し
て
「
プ
ラ
イ
ド

を
尊
重
す
る
」
、「
認
知
症
患
者

の
言
動
を
受
容
す
る
」
、「
否
定

し
な
い
・
叱
ら
な
い
・
馬
鹿
に

し
な
い
」
、「
ふ
さ
わ
し
い
状
況

を
つ
く
り
成
功
体
験
を
積
み
重

ね
て
も
ら
う
」
、「
穏
や
か
な
口

調
で
ゆ
っ
く
り
話
す
」
、「
行
う

べ
き
こ
と
を
パ
タ
ー
ン
化
し
て

ス
テ
ッ
プ
ご
と
に
繰
り
返
し
て

伝
え
る
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
家
族
に
対
す
る
説
明
で

は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
症
状
・
行

動
は
認
知
症
、
す
な
わ
ち
病
気

に
よ
っ
て
起
こ
る
」
、「
介
護
に

は
無
理
は
禁
物
で
あ
り
、
介
護

者
に
も
休
息
が
必
要
で
あ
る
」

な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
家

族
の
困
り
ご
と
を
解
決
す
る
た

め
に
歯
科
学
的
な
対
応
や
ア
ド

バ
イ
ス
も
大
切
で
す
。

　

歯
科
臨
床
の
場
で
は
、「
笑

顔
で
会
話
す
る
」、「
患
者
の
趣

味
や
日
常
生
活
を
話
題
に
し
て

雑
談
を
す
る
」、「
認
知
症
患
者

と
家
族
に
治
療
内
容
を
説
明
す

る
」
と
と
も
に
「
痛
み
や
不
快

感
を
与
え
な
い
」
こ
と
が
大
切

で
す
。
認
知
症
患
者
で
も
嫌
な

こ
と
は
よ
く
覚
え
て
い
る
も
の

で
す
。
痛
み
が
治
療
拒
否
に
つ

な
が
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。
軽
度
の
認
知
症

患
者
で
は
口
腔
衛
生
管
理
を
基

本
と
し
て
積
極
的
な
歯
科
治
療

（
口
腔
機
能
管
理
）
を
行
い
ま

す
。
歯
科
治
療
が
困
難
に
な
る

前
に
歯
科
治
療
を
完
了
し
、
そ

の
後
は
口
腔
衛
生
管
理
を
中
心

に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま

れ
ま
す
。

講師の下山氏

認
知
症
が
疑
わ
れ
る

患
者
へ
の
対
応

歯
科
特
別
研
究
会

『ネガティブ・ケイパビリティ
答えの出ない事態に耐える力』
著者：帚木 蓬生

朝日新聞出版、2017年4月、

1,430円（税込）

『
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ

答
え
の
出
な
い
事
態
に
耐
え
る
力
』
を
読
ん
で

鎌
倉
市

湯
浅　

章
平

　

帚
木
蓬
生
氏
の
『
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ -

答
え

の
出
な
い
事
態
に
耐
え
る
力-

』

（
２
０
１
７
年
刊
）
は
、
悩
め

る
多
く
の
現
代
人
に
読
ん
で
い

た
だ
き
た
い
福
音
書
で
あ
る
。

筆
者
は
本
文
中
で
、
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
意
味

を「
ど
う
に
も
答
え
の
出
な
い
、

ど
う
に
も
対
処
し
よ
う
の
な
い

事
態
に
耐
え
る
能
力
」
あ
る
い

は
、
「
性
急
に
証
明
や
理
由
を

求
め
ず
に
、
不
確
実
さ
や
不
思

議
さ
、
懐
疑
の
中
に
い
る
こ
と

が
で
き
る
能
力
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
の
言
葉
、
概
念
が
初
め

て
登
場
す
る
の
は
、
１
８
１
７

年
、
詩
人
で
あ
る
キ
ー
ツ
が
弟

た
ち
に
宛
て
た
文
面
の
中
で
あ

り
、
キ
ー
ツ
が
そ
の
生
涯
で
こ

の
言
葉
を
用
い
た
の
は
た
だ
１

度
き
り
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
ケ
イ
パ
ビ

リ
テ
ィ
」
は
、
自
分
の
内
に
対

し
て
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
と

関
わ
る
際
に
も
必
要
不
可
欠
で

あ
り
、
医
療
や
教
育
の
現
場
で

は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
能
力

で
あ
る
。
医
師
は
本
来
、
患
者

の
症
状
か
ら
患
者
の
問
題
を
で

き
る
だ
け
早
く
、
解
決
に
導
い

て
い
く
。
こ
の
能
力
は
「
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
」

と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
医
師
に

は
も
ち
ろ
ん
必
要
な
思
考
の
一

つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば

末
期
が
ん
の
患
者
を
前
に
し
た

と
き
に
は
、「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
思

考
の
み
で
は
立
ち
行
か
な
く
な

り
、
む
し
ろ
弊
害
さ
え
生
じ
る

可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
下
で
役
立
つ
の
は
、
た
と

え
何
も
で
き
な
い
宙
ぶ
ら
り
ん

の
状
況
で
あ
っ
て
も
、
患
者
や

家
族
の
側
に
立
ち
、寄
り
添
い
、

彼
ら
の
話
に
耳
を
傾
け
続
け
る

姿
勢
で
あ
る
。

　

筆
者
は
精
神
科
医
で
も
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
医
師
の
姿
勢

を
「
日
薬
」、
「
目
薬
」
と
表
現

し
て
い
る
。
患
者
さ
ん
は
、
医

師
に
見
守
ら
れ
て
い
る（
目
薬
）

と
い
う
安
心
感
が
あ
る
と
、
苦

痛
に
も
耐
え
ら
れ
る
も
の
だ
と

強
調
し
て
い
る
。
筆
者
は
か
つ

て
自
著
『
ア
フ
リ
カ
の
蹄
』
の

中
で
、
「
人
の
病
の
最
良
の
薬

は
人
で
あ
る
」
と
い
う
セ
ネ
ガ

ル
の
言
い
伝
え
を
引
用
し
て
い

る
が
、
現
代
の
日
本
に
お
い
て

も
全
て
の
医
療
従
事
者
が
反
芻

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
言
葉
で

あ
る
と
思
う
。
我
々
が
忘
れ
か

け
て
い
る
大
切
な
こ
と
を
想
い

出
さ
せ
て
く
れ
る
本
書
は
、
多

く
の
方
々
に
推
薦
で
き
る
一
冊

で
あ
る
。

事後抄録

文化部
ハイキング

　

コ
ー
ス
は
、
天
王
町
駅
前
公

園
か
ら
ス
タ
ー
ト
。
か
つ
て
約

２７
ｍ
の
長
さ
を
誇
っ
た
、
保
土

ケ
谷
宿
を
代
表
す
る
風
景
と
し

て
北
斎
や
広
重
ら
の
浮
世
絵
に

も
描
か
れ
た
帷
子
橋
の
跡
を
皮

切
り
に
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
源

頼
朝
の
天
下
平
定
を
祝
い
創
建

さ
れ
た
橘た

ち
ば
な樹

神
社
、
本
陣
を
勤

め
た
苅
部
家
（
軽
部
家
）
の
菩

提
寺
で
あ
る
大
仙
寺
、
さ
ら
に

は
問
屋
場
・
本
陣
・
旅
籠
跡
な

ど
を
巡
っ
た
。
普
段
見
過
ご
し

が
ち
な
街
な
か
に
残
る
歴
史
の

痕
跡
を
、
今
回
の
散
策
で
知
る

こ
と
が
で
き
た
。

　

当
日
の
参
加
者
か
ら
感
想
が

届
い
た
の
で
掲
載
す
る
。

【ハイキングコース（約4.3㎞。一部省略）】天王町駅前公園（旧
帷子橋。集合：9時15分）～橘樹神社～旧古町橋跡～YBP（横
浜ビジネスパーク）～神明社～見光寺～大蓮寺～助郷会所跡
～高札場跡～本陣跡～大仙寺～JR保土ケ谷駅（解散：12時頃）

川崎市麻生区 小関　新

教養 ・ 運動 ・ 交流の
三拍子

　 歴史に特別な興味が

あったわけではない。 た

だ、 なんとなく面白そう

だと思い、 ひまつぶしの

気持ちで参加してみた。

ところが、 これが思いのほか楽しかった。

　 小雨の中、 9名が集まり、 地元ガイドの案内

で旧東海道沿いの史跡を巡るうちに、 まるで

江戸の町に迷い込んだような気分になった。

地元の歴史に「 ほ～なるほど」 とうなずいて話

を聞いた。 3時間で約4kmの行程は、 教養 ・

運動 ・ 交流の三拍子揃った企画だ。 しかも参

加費はお手頃で、 傷害保険付きの1,000円。

帰る頃には参加者同士すっかり打ち解け、 和

やかな雰囲気に包まれていた。

　一句「 濡れる道 おでんが匂う 寺の裏」 ―

思いがけず心あたたまる時間となった。

ガイドの解説を熱心に記録する小関先生（左端）

橘樹神社

YBPのパブリックアート

金沢横丁の石碑（道標）

宿場そば　桑名屋
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会場参加のお申込み・お問合せは、協会事務局（℡：045-313-2111）までご連絡ください

研究会研究会
案内案内

WEB参加の申込みは、協会
HP「いい医療ドットコム」
のイベントカレンダーから
もできます。「神奈川県保
険医協会」で検索を！

神奈川県保険医協会※  研究会に会場参加の際は、マスク着用・手指の消毒等の感染症対策にご協力ください。また発熱症
状等がある場合は参加をお控えください。　　　　　　　　　　※ 必ず事前にお申込みください。

※新型コロナウイルス感染拡大や天災等により、急遽開催形式を変更または中止させていただく場合がご
ざいます。その場合は当会HP「いい医療ドットコム」にて適宜お知らせします。予めご承知おき願います。

※ 協会行事においては、その模様を写真撮影し、記事とともに機関紙に掲載することがありますので予めご了承ください。

2026年1月23日(金)午後7時～
歯
援
診
・
口
管
強
の
施
設
基
準
研
修
会

歯

科

特

別

研

究

会

　

本
研
修
会
は
在
宅
療
養
支
援
歯
科
診
療
所
（
歯
援
診
）

と
口
腔
管
理
体
制
強
化
加
算
（
口
管
強
）
の
施
設
基
準
対

応
研
修
会
で
す
。
「
高
齢
者
の
心
身
の
特
性
（
認
知
症
に

関
す
る
内
容
を
含
む
）
、
口
腔
機
能
の
管
理
、
緊
急
時
対
応
、

歯
科
疾
患
の
重
症
化
予
防
に
資
す
る
継
続
管
理
、
小
児
の

心
身
の
特
性
」
に
つ
い
て
の
内
容
に
加
え
、
口
管
強
の
施

設
基
準
の
選
択
式
項
目
に
あ
り
ま
す
「
在
宅
医
療
ま
た
は

介
護
に
関
す
る
研
修
」
、「
認
知
症
対
応
力
向
上
研
修
」
に

も
対
応
し
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ラ
イ
ブ
配
信

講
　
師
　
日
本
大
学
歯
学
部

臨
床
教
授武

内　

博
朗
氏

参
加
対
象

歯
科
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
も
し
く
は

協
会
Ｈ
Ｐ
よ
り
お
申
込
み

①
同
じ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
で
登
録
で
き

る
の
は
１
名
様
ま
で
で
す
。
同
じ

医
療
機
関
か
ら
複
数
名
で
お
申
込
み
さ
れ
る
場
合
は
そ

れ
ぞ
れ
違
う
ア
ド
レ
ス
で
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

②
ご
参
加
の
際
は
、
必
ず
ご
自
身
の
お
名
前
で
ご
登
録
さ

れ
た
登
録
確
認
メ
ー
ル
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
よ
り
ご
参
加
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。ご
登
録
氏
名
と
別
の
方
で
の
ご
参
加
、

同
じ
Ｕ
Ｒ
Ｌ
で
複
数
名
の
ご
参
加
は
で
き
ま
せ
ん
。

③
本
研
究
会
は
、
保
険
医
協
会
の
会
員
（
会
員
医
療
機
関

ス
タ
ッ
フ
様
、
会
員
ご
家
族
様
も
含
む
）
の
み
が
ご
参

加
い
た
だ
け
ま
す
。

④
研
究
会
終
了
後
、
確
認
テ
ス
ト
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

確
認
テ
ス
ト
を
受
講
し
、
か
つ
講
演
を
最
初
か
ら
最
後

ま
で
ご
受
講
さ
れ
た
歯
科
医
師
の
方
（
※
会
員
本
人
に

限
り
ま
す
。
会
員
本
人
で
は
な
い
勤
務
医
の
先
生
等
に

は
発
行
で
き
な
い
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
ご
容
赦
く
だ
さ

い
）
に
修
了
証
を
発
行
い
た
し
ま
す
。
修
了
証
は
お
申

込
み
時
に
ご
登
録
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ

イ
ル
で
お
送
り
す
る
予
定
で
す
。

⑤
講
演
の
途
中
参
加
、
途
中
退
出
、
確
認
テ
ス
ト
の
未
回

答
の
場
合
は
、
修
了
証
は
発
行
い
た
し
か
ね
ま
す
。
接

続
ト
ラ
ブ
ル
等
の
場
合
で
あ
っ
て
も
ご
対
応
い
た
し
か

ね
ま
す
。
必
ず
ご
自
身
で
接
続
環
境
な
ど
事
前
に
ご
確

認
の
上
、
ご
参
加
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

お
申
込
み
　
歯
科
研
究
部

1月28日(水)午後7時～
初
診
料
（
歯
初
診
）、
歯
科
外
来
診
療
医
療
安
全

対
策
加
算
（
外
安
全
１
）、
歯
科
外
来
診
療
感
染

対
策
加
算（
外
感
染
１
・
２
）の
施
設
基
準
研
修
会

歯
科
医
療
安
全
対
策
講
習
会

　

「
外
安
全
」
、「
外
感
染
」
、「
歯
初
診
」
の
施
設
基
準
に

対
応
し
た
研
修
会
で
す
。
研
修
内
容
は
①
「
偶
発
症
に
対

す
る
緊
急
時
の
対
応
」、
②
「
医
療
事
故
」、
③
「
院
内
感

染
防
止
対
策
に
係
る
標
準
予
防
策
及
び
新
興
感
染
症
に
対

す
る
対
策
」
、
④
「
感
染
経
路
別
予
防
策
（
個
人
防
護
具

の
着
脱
方
法
等
を
含
む
）
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

感
染
症
等
に
対
す
る
対
策
・
発
生
動
向
等
に
関
す
る
研
修
」

で
す
。

と
こ
ろ
　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ラ
イ
ブ
配
信

テ
ー
マ
　「
偶
発
症
に
対
す
る
緊
急
時
の

対
応
、
医
療
事
故
、
院
内
感
染

防
止
対
策
、
感
染
経
路
別

予
防
策
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
に
対
す
る

対
策
・
発
生
動
向
等
」

講
　
師
　
東
京
医
科
歯
科
大
学
（
現

東
京
科
学
大
学
）

　
　
　
　
名
誉
教
授

深
山　

治
久
氏

参
加
対
象

歯
科
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
も
し
く
は

協
会
Ｈ
Ｐ
よ
り
お
申
込
み

※
上
記
「
歯
科
特
別
研
究
会
」
備
考
欄

の
①~

⑤
と
同
様
で
す
。

※
医
療
法
で
定
め
ら
れ
た
「
医
院
ス
タ
ッ
フ
に
対
す
る
医

療
安
全
管
理
研
修
（
年
に
２
回
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
）」
に
も
対
応
し
て
お
り
ま
す
。

お
申
込
み
　
歯
科
研
究
部

研
究
会
参
加
費
に
つ
い
て

　
特
に
記
載
の
な
い
研
究
会
、
講
習
会
の
参
加
費
は
無
料
で
す
。
参
加
費
を

い
た
だ
く
研
究
会
は
、
電
話
で
お
申
込
み
の
上
、
郵
便
口
座
に
参
加
費
を
お

振
込
み
く
だ
さ
い
。
尚
、
通
信
欄
に
①
研
究
会
名
、
②
医
療
機
関
の
ご
連
絡

先
を
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

郵
便
口
座
名

神
奈
川
県
保
険
医
協
会
　
口
座
番
号

０
０
２
６
０
‐
２
‐
２
２
２
０

◆
協
会
へ
お
越
し
の
皆
様
へ
（
お
願
い
）

　
協
会
に
駐
車
場
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ご
自
身
で
駐
車
場
を
確
保
い
た
だ
く

か
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
㈱
デ
ン
ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

※《
重
要
》神
奈
川
県
医
師
会
の
要
請
に
よ
り
、日
医
生
涯
教
育
講
座（
Ｃ
Ｃ
）の
単
位

取
得
を
希
望
す
る
場
合
は
、①
性
別
、②
医
籍
登
録
番
号
、③（
医
師
会
会
員
の
場
合

は
）所
属
郡
市
医
師
会
名
の
登
録
が
必
須
と
な
り
ま
す（
２５
年
４
月
よ
り
変
更
）。未

入
力
・
入
力
間
違
い
等
不
備
が
あ
る
場
合
、単
位
を
取
得
い
た
だ
け
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い（
恐
れ
入
り
ま
す
が
、当
会
は
一
切
の
責
任
を
負
い
か
ね
ま
す
）。な

お
、会
場
参
加
の
場
合
は
、Ｆ
Ａ
Ｘ
申
込
時
に
所
定
の
欄
に
ご
記
載
く
だ
さ
い
。

1月8日(木)午後7時～
新

年

会

の

ご

案

内

新

年

会

の

ご

案

内

　

当
協
会
の
新
年
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
公
私
と
も
ご
多
忙
の

　

当
協
会
の
新
年
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
公
私
と
も
ご
多
忙
の

こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
ぜ
ひ
ご
臨
席
賜
り
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し

こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
ぜ
ひ
ご
臨
席
賜
り
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し

上
げ
ま
す
。

上
げ
ま
す
。

と
　
き
　

と
　
き
　
２
０
２
６
年
１
月

２
０
２
６
年
１
月
２０２０
日
（
火
）

日
（
火
）

 

午
後
７
時

午
後
７
時
３０３０
分
～
分
～

と
こ
ろ
　

と
こ
ろ
　
横
浜
ベ
イ
シ
ェ
ラ
ト
ン

横
浜
ベ
イ
シ
ェ
ラ
ト
ン

 

ホ
テ
ル
＆
タ
ワ
ー
ズ
（
４
Ｆ
『
清
流
』）

ホ
テ
ル
＆
タ
ワ
ー
ズ
（
４
Ｆ
『
清
流
』）

参
加
費
　

参
加
費
　
５
千
円

５
千
円

※
ご
出
席
い
た
だ
け
る
場
合
は
、
お
手
数
で
ご
ざ
い
ま
す
が
別
途

※
ご
出
席
い
た
だ
け
る
場
合
は
、
お
手
数
で
ご
ざ
い
ま
す
が
別
途

お
送
り
す
る
出
席
通
知
（
ハ
ガ
キ
）
を
ご
返
信
く
だ
さ
い
。

お
送
り
す
る
出
席
通
知
（
ハ
ガ
キ
）
を
ご
返
信
く
だ
さ
い
。

※
参
加
対
象
は
会
員
の
先
生
の
み
と
な
り
ま
す
。
未
成
年
の
方
の

※
参
加
対
象
は
会
員
の
先
生
の
み
と
な
り
ま
す
。
未
成
年
の
方
の

ご
参
加
は
お
断
り
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

ご
参
加
は
お
断
り
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

く
だ
さ
い
。歯

科

臨

床

研

究

会

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
実
践
『
効
果
の
あ
が
る
』

ス
プ
リ
ン
ト
治
療
の
進

め
方
」

講
　
師
　
今
井
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク（
鳥
取
県
米
子
市
開
業
）

　
　
　
　
院
長

今
井　

俊
広
氏

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
５０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

※
講
師
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加
の
た
め
、来
場
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、

後
日
の
動
画
配
信
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

お
申
込
み
　
歯
科
研
究
部

12月18日(木)午後7時30分～

第
６４０

回

月

例

研

究

会

　

Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
‐
１９
が
第
５
類
と
な
り
２
年
が
経
過
し
た

が
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
以
上
の
警
戒
感
は
今
も
必
要
で
あ

り
、
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
・
Ｒ
Ｓ
ウ
イ
ル
ス
・
溶
連
菌
感
染

症
・
梅
毒
な
ど
の
流
行
が
顔
を
出
し
、
新
た
な
ワ
ク
チ
ン

の
定
期
接
種
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
話
題
に
つ
い

て
解
説
い
た
だ
く
。

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
‐
１９
）・

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
お
よ
び

そ
の
他
の
感
染
症
と
ワ
ク

チ
ン
の
話
題

２
０
２
５
」

講
　
師
　
川
崎
市
健
康
安
全
研
究
所

　
　
　
　
参
与

岡
部　

信
彦
氏

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
１
２
０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

※
日
医
生
涯
教
育
講
座
Ｃ
Ｃ「
８（
感
染
対
策
）」１
・
５
単
位

　【
医
籍
番
号
の
入
力
に
つ
い
て
（
下
記
《
重
要
》
参
照
）】

共
　
催
　
デ
ン
カ
㈱
／
ア
ス
テ
ラ
ス
製
薬
㈱
／
神
奈
川
県

保
険
医
協
会

お
申
込
み
　
研
究
部

12月18日
～12月25日

１２
月
１８
日
（
木
）

労
務
管
理
基
礎
講
座
１４
時
。

歯
科
保
険
診
療
対
策
部
会
１９

時
。
月
例
研
究
会
１９
時
３０
分
。

１２
月
１９
日
（
金
）

横
浜
支
部
幹
事
会
１９
時
３０
分
。

１２
月
２０
日
（
土
）

理
事
学
習
会
１５
時
３０
分
。

１２
月
２２
日
（
月
）

新
聞
編
集
会
議
１９
時
。
医
療

情
報
部
会
１９
時
３０
分
。

１２
月
２３
日
（
火
）

総
務
部
会
１９
時
３０
分
。

１２
月
２５
日
（
木
）

第
１０
回
理
事
会
１９
時
３０
分
。
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